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 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 仲 裁 準 則 新 旧 対 照 表 

 
○ 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 仲 裁 準 則 （ 平 成 十 五 年 十 月 三 日 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 決 定 第 三 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 
 

改  正  案 
 

 

現     行 
 

電 気 通 信 紛 争 処 理 委 員 会 仲 裁 準 則 
 

 （ 異 議 権 の 放 棄 ） 

第 六 条 仲 裁 手 続 に お い て は 、 当 事 者 は 、 電 気 通 信 紛 争 処 理 委 員 会

（ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 行 う 仲 裁 手 続 に 適 用 さ れ る 法 令 、 委

員 会 に よ る 決 定 又 は 当 事 者 間 の 合 意 に よ り 定 め ら れ た 仲 裁 手 続 の 準

則 （ い ず れ も 公 の 秩 序 に 関 し な い も の に 限 る 。 ） が 遵 守 さ れ て い な

い こ と を 知 り な が ら 、 遅 滞 な く 異 議 を 述 べ な い と き は 、 異 議 を 述 べ

る 権 利 を 放 棄 し た も の と み な す 。 

 

 （ 仲 裁 手 続 の 開 始 ） 

第 八 条 仲 裁 手 続 は 、 一 方 の 当 事 者 が 他 方 の 当 事 者 に 対 し 書 面 を も っ

て 特 定 の 紛 争 を 仲 裁 手 続 に 付 す る 旨 の 通 知 を し た 日 又 は 一 方 の 当 事

者 の 申 請 を 受 け て 委 員 会 が 他 方 の 当 事 者 に 仲 裁 の 申 請 が あ っ た 旨 の

通 知 を し た 日 の う ち 最 も 早 い 日 に 開 始 す る 。 

 

 

 （ 当 事 者 の 守 秘 ） 

第 十 二 条 当 事 者 は 、 電 気 通 信 紛 争 処 理 委 員 会 運 営 規 程 （ 平 成 十 三 年

電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 決 定 第 一 号 ） （ 以 下 「 運 営 規 程 」 と い

電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 仲 裁 準 則 
 

 （ 異 議 権 の 放 棄 ） 

第 六 条 仲 裁 手 続 に お い て は 、 当 事 者 は 、 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員

会 の 行 う 仲 裁 手 続 に 適 用 さ れ る 法 令 、 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会

に よ る 決 定 又 は 当 事 者 間 の 合 意 に よ り 定 め ら れ た 仲 裁 手 続 の 準 則

（ い ず れ も 公 の 秩 序 に 関 し な い も の に 限 る 。 ） が 遵 守 さ れ て い な い

こ と を 知 り な が ら 、 遅 滞 な く 異 議 を 述 べ な い と き は 、 異 議 を 述 べ る

権 利 を 放 棄 し た も の と み な す 。 

 

 （ 仲 裁 手 続 の 開 始 ） 

第 八 条 仲 裁 手 続 は 、 一 方 の 当 事 者 が 他 方 の 当 事 者 に 対 し 書 面 を も っ

て 特 定 の 紛 争 を 仲 裁 手 続 に 付 す る 旨 の 通 知 を し た 日 又 は 一 方 の 当 事

者 の 申 請 を 受 け て 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と

い う 。 ） が 他 方 の 当 事 者 に 仲 裁 の 申 請 が あ っ た 旨 の 通 知 を し た 日 の

う ち 最 も 早 い 日 に 開 始 す る 。 

 

 （ 当 事 者 の 守 秘 ） 

第 十 二 条 当 事 者 は 、 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 運 営 規 程 （ 平 成 十

三 年 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 決 定 第 一 号 ） （ 以 下 「 運 営 規 程 」

資
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 二
 

う 。 ） 第 八 条 の 二 の 規 定 に よ り 閲 覧 し た 証 拠 資 料 に よ り 知 り 得 た 相

手 方 当 事 者 の 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 

 

 （ 不 熱 心 な 当 事 者 が い る 場 合 の 取 扱 い ） 

第 十 三 条 （ 略 ） 

２ 仲 裁 廷 は 、 電 気 通 信 紛 争 処 理 委 員 会 令 （ 平 成 十 三 年 政 令 第 三 百 六

十 二 号 ） 第 十 一 条 に 規 定 す る 申 出 を 行 っ た 当 事 者 の 相 手 方 の 当 事 者

が 、 正 当 な 理 由 な く 同 条 に 規 定 す る 文 書 又 は 物 件 を 提 出 し な い と き

は 、 当 該 文 書 又 は 物 件 に 関 す る 当 該 申 出 を 行 っ た 当 事 者 の 主 張 を 真

実 と 認 め る こ と が で き る 。 

 
   附 則      平 成 二 十 三 年 六 月 二 十 八 日 

            電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 決 定 第 二 号 

 

 こ の 決 定 は 、 放 送 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第

六 十 五 号 ） の 施 行 の 日[平 成 二 十 三 年 六 月 三 十 日]か ら 施 行 す る 。 

と い う 。 ） 第 八 条 の 二 の 規 定 に よ り 閲 覧 し た 証 拠 資 料 に よ り 知 り 得

た 相 手 方 当 事 者 の 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 

 

 （ 不 熱 心 な 当 事 者 が い る 場 合 の 取 扱 い ） 

第 十 三 条 （ 略 ） 

２ 仲 裁 廷 は 、 電 気 通 信 事 業 紛 争 処 理 委 員 会 令 （ 平 成 十 三 年 政 令 第 三

百 六 十 二 号 ） 第 十 一 条 に 規 定 す る 申 出 を 行 っ た 当 事 者 の 相 手 方 の 当

事 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 同 条 に 規 定 す る 文 書 又 は 物 件 を 提 出 し な い

と き は 、 当 該 文 書 又 は 物 件 に 関 す る 当 該 申 出 を 行 っ た 当 事 者 の 主 張

を 真 実 と 認 め る こ と が で き る 。 

 

 

  

  
 


